
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車の申請 充電設備の申請 

設置工事・支払いの完了 
支払いの完了 
車検証の受領 

※【申請者→滋賀県】 
自動車管理計画書の提出 

 

【滋賀県→申請者】 
受付け完了のメール 

【申請者→プラザ】交付申請 
（郵送または持ち込みにて提出してください） 

【プラザ→申請者】 
交付決定の通知・補助金の支払い 

※次世代自動車の申請時、予め滋賀県 HP より「自動車管理計画書」を 
 ダウンロードし作成後、事業所管轄の環境事務所へ提出してください。 
県からの返信メールについて多少お時間かかることもありますので、 
予めご準備頂きますようお願いいたします。 


